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津市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

平成２５年３月１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３号 

津市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

津市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第８

８号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

4,000 （ 2,000 ）〔 0 〕 3,000 （ 1,500 ）〔 0 〕 

4,000 （ 2,000 ）〔 0 〕 3,000 （ 1,500 ）〔 0 〕

考中第５項を第６項とし、第１項から第４項までを１項ずつ繰り下げ、同表備

考に第１項として次の１項を加える。 

１ この表のＢ１階層における「母子世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。 

 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第１７条に規定する

配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 

 次に掲げる在宅障害児（者）を有する世帯 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身

体障害者手帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に

定める療育手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）

に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法（昭和３４年法

律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 

   附 則 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

「 

「 

を

に改め、同表備 
」 

」 



２ 改正後の津市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成

２５年度以後の年度分に係る保育所入所負担金について適用し、平成２４年

度分までの年度に係る保育所入所負担金については、なお従前の例による。 



 津市母子保健法施行取扱規則をここに公布する。 

平成２５年３月１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４号 

   津市母子保健法施行取扱規則 

（趣旨） 

第１条 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号。以下「法」という。 ）の施 

行については、法、母子保健法施行令（昭和４０年政令第３８５号）及び母 

子保健法施行規則（昭和４０年厚生省令第５５号。以下「施行規則」という。）

に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（低体重児の届出） 

第２条 法第１８条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届（第１号

様式）によりこれを行うものとする。 

（養育医療の給付の申請及び決定） 

第３条 施行規則第９条第１項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医

療給付（継続）申請書（第２号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

 養育医療意見書（継続）（第３号様式） 

 世帯調書（第４号様式） 

２ 市長は、前項の規定による提出があった場合において、養育医療の給付を 

行うことを決定したときは、養育医療給付（継続）決定通知書（第５号様式） 

に施行規則第９条第２項に規定する養育医療券を添えて当該申請者に通知す 

るものとし、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給 

付（継続 ）不承認通知書（第６号様式）により当該申請者に通知するものと 

する。 

 （費用の徴収） 

第４条 市長は、養育医療の給付に要する費用を支弁したときは、法第２１条

の４第１項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、そ

の負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するもの

とする。 

２ 前項の規定により徴収する額は、別表に定める額とする。 



 （委任） 

第５条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の規

定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行前に、母子保健法施行細則（昭和６２年三重県規則第１５

号。次項及び第４項において「県細則」という。 ）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、

手続その他の行為とみなす。 

３ この規則の施行の際現に県細則の規定により作成された帳簿等は、この規

則の規定にかかわらず、当分の間、補正して使用することができる。 

４ 市長は、この規則の施行前においても、県細則の規定によりなされた養育

医療の給付の決定に係る治療期間が平成２５年３月３１日を超えるものであ

って、当該決定の際に交付された養育医療券の有効期間が同日をもって満了

する場合において、当該超える期間に係る第３条第２項に定める養育医療券

を交付することができる。 



別表（第４条関係） 

徴収基準額表  

世帯の階層区分 

徴 収 基 準

月 額

徴 収 基 準

加 算 月 額

（円） （円）

Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保

護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）によ

る支援給付受給世帯 

０ ０

Ｂ Ａ階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税

世帯 

2,600 260

Ｃ１Ａ階層及びＤ階層を除

き、当該年度分の市町

村民税の課税世帯であ

って、その市町村民税

の額の区分が次の区分

に該当する世帯 

均 等 割 の 額 の み の 世 帯

（ 所 得 割 の 額 の な い 世

帯） 

5,400 540

Ｃ２ 所得割の額のある世帯 7,900 790

Ｄ１Ａ階層及びＢ階層を除

き、前年分の所得税の

課税世帯であって、そ

の所得税の額の区分が

次の区分に該当する世

帯 

所得税

の年額

15,000円以下 10,800 1,080

Ｄ２ 15,001円以上

40,000円以下

16,200 1,620

Ｄ３ 40,001円以上

70,000円以下

22,400 2,240

Ｄ４  70,001円以上

183,000円以下

34,800 3,480

Ｄ５  183,001円以上

403,000円以下

49,400 4,940

Ｄ６  403,001円以上

703,000円以下

65,000 6,500

Ｄ７  703,001円以上

1,078,000円以下

82,400 8,240

Ｄ８ 1,078,001円以上 102,000 10,200



備考 

１ Ｂ階層、Ｃ階層及びＤ階層区分の認定は、児童の属する世帯の構成

員及びそれ以外の者で現に当該児童を扶養している者のうち、当該児

童のすべての扶養義務者（民法（明治２９年法律第８９号）第８７７

条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。）の当該年度の市町村民

税又は前年分の所得税の課税状況により認定するものとする。ただし、

当該年度の市町村民税又は前年分の所得税の課税状況が確定しない期

間中においては、前年度の市町村民税又は前々年分の所得税の課税状

況により認定するものとする。 

２ 徴収基準月額等の特例 

1,632,000円以下

Ｄ９   1,632,001円以上

2,303,000円以下

123,400 12,340

Ｄ10   2,303,001円以上

3,117,000円以下

147,000 14,700

Ｄ11   3,117,001円以上

4,173,000円以下

172,500 17,250

Ｄ12   4,173,001円以上

5,334,000円以下

199,900 19,990

Ｄ13   5,334,001円以上

6,674,000円以下

229,400 22,940

Ｄ14   6,674,001円以上当該月に 

おける当 

該児童に 

係る費用 

の支弁額 

左の徴収 

基準月額 

の１割と 

する。た 

だし、そ 

の額が26,

300円に満

たない場 

合は、26,

300円とす

る。 



 Ｂ階層、Ｃ階層及びＤ階層に属する世帯について、同一世帯で同

時に２人以上の児童が養育医療の給付を受けた場合は、当該月の最

も高額な徴収基準月額（ による日割計算後の額）となる児童につ

き当該徴収基準月額によるものとし、当該児童以外の児童１人につ

き徴収基準加算月額によるものとする。 

 Ｂ階層、Ｃ階層及びＤ階層（Ｄ14階層を除く。）に属する世帯に

ついて、当該月の入院日数が１月未満の場合における徴収基準月額

及び徴収基準加算月額は、日割計算により算定した額とする。 

３ この表に掲げる徴収基準月額（Ｄ14階層の徴収基準月額を除く。） 

が、当該月における児童の養育医療の給付に要した費用の支弁額を超 

えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収基準月額とする。 

４ この備考に定めるもののほか、階層区分の認定に関しては、母子保健衛

生費等国庫負担（補助）金交付要綱（平成２０年６月４日付け厚生労働省

発雇児第０６０４００３号）の定めるところによる。



第１号様式（第２条関係） 

低体重児出生届 

届出日   年   月   日 

乳 

児 

ふ り が な

性 別 男 ・ 女 
氏 名

出 生 日       年   月   日 

出 生 場 所

出 生 時 の

体 重 ｇ 
出 生 順 位 第    子 

産 

婦 

氏 名 年 齢   歳

住 所

電 話 番 号
（自宅）     －     － 

（携帯）     －     － 

分 娩 時 の

妊 娠 週 数
週       日

届 

出

者 

住 所

氏 名  乳 児 と の 続 柄

医 師 の 指 導
１ あり（内容                ） 

２ なし 

心配なことや気になることがあれば、ご記入ください。 

（                                 ） 

希望する訪問時期：ぉできるだけ早い時期（  ごろ） ぉいつでもよい 

         ぉその他（                    ） 

訪問希望先が上記の住所以外の時は、ご記入ください。 

 住 所： 

 連絡先： 



第２号様式（第３条関係） 

養育医療給付（継続）申請書 

児 童

ふりがな

氏 名
 性 別

生 年

月 日
年 月 日

居 住 地

住 所

保 護 者

氏 名
児童との

続 柄
 職 業

居 住 地

住 所

被 保 険 者 証 の

記 号 及 び 番 号

保険者の名称

保 険 者 番 号

希 望 す る 指 定

養 育 医 療 機 関 の

名 称 及 び 所 在 地

備 考

 養育医療意見書、世帯調書を添えて上記のとおり養育医療給付を申請しま

す。 

    年  月  日 

申請者 住所 

                氏名               印 

児童との続柄 

                電話番号 

（宛先）津市長 



第３号様式（第３条関係） 

養育医療意見書（継続） 

児 童 の 氏 名  性 別  生年月日 年 月 日

児童の居住地

出生時の体重 ｇ
在 胎

週 数
満 週

アプガー

ス コ ア

生後１分 点 

生後 5 分  点 

出 生 時 の 場 所

自院・他院・その他 

出生時の体重が 2,000g

を 超 え る 場 合 の 未

熟 性 に 係 る 所 見

生活力が特に薄弱であると認められるか ぉはい ぉいいえ 

上記診断に係る所見 

主 た る 病 状

（ い ず れ か １ つ を 選 択 ）

ぉ極小未熟児 ぉ呼吸障害 ぉ仮死・無酸素症 ぉ先天異常 

ぉ感染症 ぉ重症黄疸
  だん

 ぉその他（       ） 

症

状

の

概

要

１ 一般状態 ぉ運動不安・痙攣
けいれん

 ぉ運動異常 

２ 体温 ぉ摂氏 34 度以下 

  呼吸器 

３ 

循環器 

ぉ強度のチアノーゼが持続    ぉ呼吸数が毎分 30 以下 

ぉチアノーゼ発作を繰り返す   ぉ出血傾向が強い 

ぉ呼吸数が毎分 50 以上で増加傾向 

４ 消化器 
ぉ生後 24 時間以上排便がない ぉ血性吐物・血性便がある 

ぉ生後 48 時間以上嘔
おう

吐が持続

５ 黄疸 ぉ有（強・中・弱）〔生後（ ）時間に発生〕 ぉ無 

そ の 他 所 見

（合併症の有無等）

診 療 予 定 期 間
診療開始（継続）日 年  月  日 

診 療 終 了 見 込 日 年  月  日 

現 在 受 け て い る 医 療
ぉ保育器の使用 ぉ酸素吸入 ぉ人工呼吸器の使用 ぉ鼻腔

栄養 ぉ輸液 ぉ交換輸血 ぉ光線療法 ぉ注射その他医療 

症状の経過等参考事項

上記のとおり診断します。 

    年  月  日 

        指定養育医療機関 

の名称及び所在地 

        担当医師の氏名                印



第４号様式（第３条関係） 

世帯調書 

備考 

１ 「児童の属する世帯構成」欄は、児童本人と生計を一にしているすべての世帯構

成員（当該児童を含む。）について記入し、「世帯外扶養義務者」欄は、世帯構成

員以外で現に当該児童を扶養している扶養義務者がある場合に記入してください。 

２ 津市で市民税が課税されていない世帯構成員及び世帯外扶養義務者（津市で市民

税が課税されている世帯構成員及び世帯外扶養義務者であって、津市が調査した結

果、所得及び課税の状況を把握できなかった者を含む。）について、所得・課税の

状況を証する書類（給与所得の源泉徴収票、納税証明書、市民税・県民税課税証明

書等）を添付してください。津市以外の市町村で生活保護を受給している場合は、

生活保護受給者証明書を添付してください。

児 童 の 氏 名  申請者の氏名

児
童
の
属
す
る
世
帯
構
成

世 帯 構 成 員 

の 氏 名 

児 童 と

の 続 柄 

性

別 
生年月日 

職  業 

（勤務先） 

確 定 

申 告 の

有 無 

所得税額 

（円） 

同 意事 項

の 同 意 

( 押 印 ) 

世

帯

外

扶

養

義

務

者

住所                 （電話番号         ） 

住所                 （電話番号         ） 

同
意
事
項

１ 津市で保管する住民記録情報について、津市が調査することに同意します。 

２ 津市で市民税が課税されている世帯構成員（児童を除く。）及び世帯外扶養義

務者の所得及び課税の状況（生活保護を受給している場合は、生活保護の受給状

況を含む。）について、津市が調査することに同意します。 

３ 申請者は、津市長が養育医療の給付を行わないことを決定した場合において、

その旨を当該申請書に記載されている指定養育医療機関に通知することに同意し

ます。



第５号様式（第３条関係） 

養育医療給付（継続）決定通知書 

                         津市指令（記号番号） 

                           年  月  日 

（氏   名） 様 

                     津市長 （氏   名） 辻印

   年  月  日付けで申請のありました養育医療給付（継続）申請書に

ついて、下記のとおり養育医療の給付を行うことを決定しましたので通知しま

す。 

 養育医療券（別添）は、指定養育医療機関に提出してください。 

記 

 １ 児童の氏名 

 ２ 津市母子保健法施行取扱規則第４条第２項（別表）により認定した階層

区分及び徴収基準月額 

   階層区分    徴収基準月額       円

教示  この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日か

ら起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができ

ます。 

また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、

津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 



第６号様式（第３条関係） 

養育医療給付（継続）不承認通知書 

                         津市指令（記号番号） 

                           年  月  日 

（氏   名） 様 

                     津市長 （氏   名） 辻印

   年  月  日付けで申請のありました養育医療給付（継続）申請書に

ついて、下記の理由により不承認とすることを決定しましたので通知します。 

記 

 １ 児童の氏名 

 ２ 不承認の理由 

教示  この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日か

ら起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができ

ます。 

また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、

津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 



津市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  平成２５年３月５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第５号 

津市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

津市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第９

２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１３条」を「第２３条」に改める。 

 第２条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号

を加える。 

 津市まん中こども館 次に掲げる日 

ア 水曜日 

イ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

 第３条の表中 

「 

                                  を 

「 

改める。 

第１４条を第１６条とし、第１３条の次に次の２条を加える。 

（指定管理者の指定の申請） 

第１４条 条例第１６条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、

まん中こども館指定管理者指定申請書（第５号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 条例第１６条第４号の市長が必要と認める書類とは、次に掲げる書類とす

る。 

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

津市さくら児童館 

津市久居児童センター 
午前９時から午後５時まで 

」 

津市さくら児童館 午前９時から午後５時まで 

津市まん中こども館 午前１０時から午後９時まで 

津市久居児童センター 午前９時から午後５時まで 

に 

」 



 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 

（指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用） 

第１５条 条例第１３条の規定により指定管理者にまん中こども館の管理を行

わせる場合においては、第１２条及び第１３条の規定は適用せず、第２条か

ら第８条まで及び第１１条並びに第１号様式から第４号様式までの規定の適

用については、第２条及び第３条中「市長が児童館の管理上特に必要がある

と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、あ

らかじめ市長の承認を得て」と、第４条から第８条まで及び第１１条中「市

長」とあるのは「指定管理者」と、第１号様式、第２号様式及び第４号様式 

中「（宛先）津市長」とあるのは「（宛先）津市まん中こども館指定管理

者」 

と、第３号様式中「津市長 （氏   名） 印」とあるのは「津市まん中

こども館指定管理者 印」とする。 

第１号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、「室名」を「室（場所）

名」に改める。 

第２号様式及び第４号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に改める。 

第４号様式の次に次の１様式を加える。 



第５号様式（第１４条関係） 

まん中こども館指定管理者指定申請書 

                           年  月  日  

（宛先）津市長 

（〒      ） 

所在地 

名 称 

申請者 代表者氏名         

電 話 

津市まん中こども館に係る指定管理者として指定を受けたいので、関係書類

を添えて申請します。 

添付書類 

 津市まん中こども館の管理に係る事業計画書 

 津市まん中こども館の管理に係る収支計画書 

 申請者の経営状況を説明する書類 

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 附則第３項の規定 公布の日 

 附則第４項の規定 平成２５年６月１日 

 （津市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止） 

２ 津市社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年

津市規則第７７号）は、廃止する。 

 （指定管理者の指定に係る準備行為） 

３ 市長は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、

津市まん中こども館（以下「こども館」という。）に係る地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者の指定に

必要な準備行為を行うことができる。 

 （施行日前における使用許可手続） 

４ この規則の施行日以後の使用に係るこども館の使用許可手続については、

施行日前においても行うことができる。ただし、この場合における使用許可

は、市長が行うものとする。 

 （施行日前における使用許可手続に関する経過措置） 

５ 前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の

津市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、

手続その他の行為とみなす。 



津市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例施行規則をここに公布

する。 

平成２５年３月７日 

津市長 前 葉 泰 幸  

津市規則第６号 

   津市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、津市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

（平成２４年津市条例第３３号。以下「条例」という。）第８条の規定に基

づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがない排水施設

又は処理施設） 

第２条 条例第３条第３号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれ

かに該当する排水施設（これを補完する施設を含む。以下同じ。）及び処理

施設（これを補完する施設を含む。以下同じ。）とする。 

 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のも

 の 

 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下

する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの 

  ア 下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第６条に規定する基準 

  イ 大腸菌が検出されないこと。 

  ウ 濁度が２度以下であること。 

 前２号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下

水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支

障が生ずるおそれがないと認められるもの 

２ 前項第２号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則（昭和４２年建

設省令第３７号）第４条の３第２項に規定する国土交通大臣が定める方法に

より検定した場合における検出値によるものとする。 

 （地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置） 

第３条 条例第３条第５号に規定する規則で定める措置は、次項及び第３項に

規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とす



る。 

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤（埋戻し土を含む。次号及び第４号

において同じ。）に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排

水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化

若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又

は軽減のための措置 

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場

合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防

止又は軽減のための措置 

 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理

施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓
とう

継手又は伸縮継手

の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置 

 前３号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤

その他の諸条件を勘案して、次項及び第３項に規定する耐震性能を確保す

るために必要と認められる措置 

２ 重要な排水施設（地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除す

るために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排

水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復

旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。）及び処

理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。 

 レベル１地震動（施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。）

に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設 

の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。 

 レベル２地震動（施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強

度を有する地震動をいう。）に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、

地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排

水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。 

３ 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第１号に定めるとおり

とする。 

（排水管の内径及び排水渠
きょ

の断面積の数値） 

第４条 条例第４条第１号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあ

っては１００ミリメートル（自然流下によらない排水管にあっては、３０ミ

リメートル）とし、排水渠
きょ

の断面積にあっては５，０００平方ミリメートル



とする。 

（処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がない

よう講ずる措置） 

第５条 条例第５条第２号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置と

する。 

 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支

障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置 

 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支

障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置そ

の他の措置 

 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上

の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆

いの設置その他の措置 

（終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障

がないよう講ずる措置） 

第６条 条例第７条第６号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置と

する。 

 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支

障が生じないようにするための排ガス処理等の措置 

 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支

障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置 

 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上

の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措

置 

  附 則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 



津市告示第３３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規定により、

地縁による団体を次のとおり認可した。 

平成２５年３月５日  

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 名称 

  小山自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

（１）回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

（２）美化、清掃等区域内の環境の整備 

（３）集会施設の維持管理 

（４）その他区域内住民の親睦を図る 

３ 区域 

  本会の区域は、津市一志町小山区内とし、県道６７号より西で８６１-1

番地を南限とし北限は赤川までとするが、小山６３４番地、６４０番地は区

域内とする。 

４ 事務所 

  津市一志町小山４０１番地１ 

５ 代表者の氏名及び住所 

  田中 芳 

  津市一志町小山９１７番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有

無   

  無 

７ 代理人の有無 

  無 

８ 規約に定める解散の事由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号

の規定により解散する。 



  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得

なければならない。 

９ 認可年月日 

  ２５年３月５日 



津市告示第３４号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第２０４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２５年３月６日

                      津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  南出自治会

  三重県津市白山町南出２９６番地１

   代表者 福 岡   守

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変更前
 森 元 澄 生

 三重県津市白山町南出７５番地９

変更後
 福 岡   守

 三重県津市白山町南出１８５番地１

３ 変更の理由及び年月日

平成２５年１月２７日に、代表者が総会において新任されたため。



津市告示第３５号  

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居

所不明のため、送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法

律第６０号）第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年３月６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○ ○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○ 
○○○○○ ○○○○○

○○○○ ○○○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○ ○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○ ○○○○○○○

○○○ 

○○ ○○ 

差押調書（謄本）、配

当計算書（謄本）及

び充当通知書 



津市告示第３６号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２５年３月６日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

藤方地内 ２ 平成２５年 ２月 １日 

栄町地内 １ 平成２５年 ２月 １日 

夢が丘地内 １ 平成２５年 ２月 ８日 

南が丘ドングリ公園 １ 平成２５年 ２月 ８日 

中河原地内 １ 平成２５年 ２月１２日 

桜田町地内 １ 平成２５年 ２月１２日 

レインボー垂水児童遊び場 １ 平成２５年 ２月１２日 

安濃町川西地内 １ 平成２５年 ２月１３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ２月１８日 

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 ７ 平成２５年 ２月１９日 

白塚駅公共自転車等駐車場 １３ 平成２５年 ２月１９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２５年 ２月２０日 

安濃町川西地内 １ 平成２５年 ２月２０日 

大門地内 ４ 平成２５年 ２月２０日 

南が丘駅西公共自転車等駐車場 ５ 平成２５年 ２月２０日 

南が丘駅東公共自転車等駐車場 ５ 平成２５年 ２月２０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月２１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月２１日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月２１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月２５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ２月２６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月２６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２５年 ２月２７日 



江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ２月２７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ２月２８日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第３７号

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２５年３月７日

津市長  前 葉 泰 幸

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

前田設備
伊勢市下野町

２５７番地２

平成２５年 ３月 １日から

平成２８年 ３月３１日まで



津市告示第３８号 

 下記の者の配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居所不明のため、送

達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年３月７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○ 

○○ ○○ 配当計算書（謄本）及び

充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第３９号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２５年３月１４日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

２１１３２０２ 平成２４年１０月１日 平成２５年２月２０日



津市告示第４０号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により

、地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。

  平成２５年３月１４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 名称

  並木区

２ 規約に定める目的

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡

 美化・清掃等区域内の環境整備

 集会施設の維持管理

 防災、防犯、交通安全に関する事業

 区民の親睦と区の発展に関する事業

 その他前各号の目的を達成するために必要な事業

３ 区域

  本会の区域は、津市白山町川口２６４４番６、同２６４６番、同３０４３

番及び同３１７８番ないし３２５０番３までの区域とする。

４ 事務所

  三重県津市白山町川口３２１５番地１

５ 代表者の氏名及び住所

  池田 里巳

  三重県津市白山町川口３２２８番地１

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有

 無

  なし

７ 代理人の有無

  なし

８ 規約に定める解散の理由

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号



の規定により解散する。

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総区民の４分の３以上の承諾を得

なければならない。

９ 認可年月日

  平成２５年３月１４日



津市告示第４１号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第７４号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。

  平成２５年３月１４日

                      津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  北出区自治会

  三重県津市白山町山田野７５２番地５

   代表者 宮 田 一 美

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変更前
 宮 田 正 生

 三重県津市白山町山田野１８４番地

変更後
 宮 田 一 美

 三重県津市白山町山田野１４１番地１

３ 変更の理由及び年月日

平成２４年４月７日に、代表者が総会において新任されたため。



津市告示第４２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第２１条第２

項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条

第２項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供する。 

  平成２５年３月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画の種類及び名称 

津都市計画地区計画 

   グリーンオアシス津南地区地区計画 

２ 都市計画を定める土地の地区 

  都市計画の図書において表示する。 

３ 縦覧場所 

  津市都市計画部都市計画課 



津市告示第４３号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、

平成２５年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するので、

同条第３項の規定により、縦覧の場所及び期間を次のとおり告示する。 

  平成２５年３月１５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 縦覧場所 

縦覧場所 縦覧できる区域 

政策財務部資産税課 

久居総合支所資産税課分室 
津市全域 

河芸総合支所市民福祉課 河芸総合支所管内の区域 

芸濃総合支所市民福祉課 芸濃総合支所管内の区域 

美里総合支所市民福祉課 美里総合支所管内の区域 

安濃総合支所市民福祉課 安濃総合支所管内の区域 

香良洲総合支所市民福祉課 香良洲総合支所管内の区域 

一志総合支所市民福祉課 一志総合支所管内の区域 

白山総合支所市民福祉課 白山総合支所管内の区域 

美杉総合支所市民福祉課 美杉総合支所管内の区域 

２ 縦覧期間  

平成２５年４月１日から同年５月３１日まで。ただし、日曜日及び土曜日

並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。 



津市告示第４４号 

平成２４年産畑作物共済（大豆；一筆方式）に係る共済金の支払額を決定し

たので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第１１５条の規

定により、畑作物共済加入者ごとに共済金の支払額、畑作物共済減収量、共済

金の支払期日及び共済金の支払方法を別紙のとおり公表する。 

平成２５年３月１５日 

津市長  前 葉 泰 幸   



　　別紙

農家
番号

地区名 共済金支払額(円) 減収量(kg) 支払期日 支払方法

1 神戸 151,335 513

2 櫛形 15,340 52

3 美里町高宮 48,380 164

4 美里町辰水 8,850 30

5 一志町波瀬 43,365 147

合計 5戸 267,270 906

平成２４年産畑作物共済（大豆；一筆方式）　加入者ごと共済金支払額等一覧

口座振込平成25年3月25日



津市告示第４５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成６年津市告示第７６号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２５年３月１５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  河辺町自治会 

  三重県津市河辺町３４番地 

   代表者 木平 佳郎 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
平澤 功 

三重県津市河辺町１９６番地 

変更後 
木平 佳郎 

三重県津市河辺町３４番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２５年３月３日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第４６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１２年津市告示第４０号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２５年３月１５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  雲出島貫自治会 

  三重県津市雲出島貫町１２０１番地 

   代表者 太田 清司 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
鷲野 数馬 

三重県津市雲出島貫町１０７６番地 

変更後 
太田 清司 

三重県津市雲出島貫町１２０１番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２５年１月２０日の定期総会において改

選されたため。 



津市告示第４７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年安濃町告示第２２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２５年３月１５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  安濃区自治会 

  三重県津市安濃町安濃１４２７番地２ 

   代表者 後 久 敏 夫 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
荒 木 堅 夫 

三重県津市安濃町安濃１３６８番地１ 

変更後 
後 久 敏 夫 

三重県津市安濃町安濃１５９９番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２５年２月２４日の定期総会において選

任され、平成２５年３月５日から就任することになったため。 



津市告示第４８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第６号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２５年３月１５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  粟加区自治会 

  三重県津市安濃町粟加５１８番地 

   代表者 海 野 武 司 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
海 野  薫 

三重県津市安濃町粟加３１４番地 

変更後 
海 野 武 司 

三重県津市安濃町粟加４５７番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２５年２月１０日の定期総会において選

任され、平成２５年３月１日から就任することになったため。 



























津市公告第３２号

 津市白山町佐田（佐田②－２）地域内の土地について、国土調査法（昭和２

６年法律第１８０号）による地籍調査を行って地図及び簿冊を作成しましたの

で、同法第１７条第１項の規定により公告します。

 なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供します。

  平成２５年３月６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸  

１ 地図及び簿冊の名称

津市白山町佐田（佐田②－２）地区地籍図及び地籍簿案

２ 閲覧期間

平成２５年３月１１日から平成２５年３月３１日までの２０日間

  期間中の土日祝日を除く９時から１７時までの間とします。

３ 閲覧場所

  津市建設部建設政策課

４ 意義申し立て

閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲覧期間内に、当該調

査を行った者に対し、直接又は公告した市長を経由して、訂正の申出をする

ことができます。

 誤り等訂正申出は、書面によることとなっているので、各自印章を持参し

てください。

  誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付します。



津市公告第３３号

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。

  平成２５年３月７日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 変更の内容

  農地から農業用施設用地への変更

２ 変更場所

土 地 の 所 在
面 積

用 途 区 分

大 字 字 地 番 変更前 変更後

牧町 池田 127-1 
510 ㎡

うち 510 ㎡
農地

農業用施設

用地



津市公告第３４号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２５年３月８日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第３５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年３月１４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年３月１１日

２ 抑留期間 平成２５年３月１８日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市 

城山 

ヨークシャ

テリア 
茶 雌 小型 

９１日

以上 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第３６号

 公共下水道の供用を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

９条第１項及び第２項の規定により次のとおり公告します。

 なお、関係図面は、平成２５年３月１５日から２週間、津市下水道部下水道

政策課において一般の縦覧に供します。

  平成２５年３月１５日

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 供用及び処理を開始する年月日

  平成２５年３月３１日

２ 下水を排除及び処理する区域

 流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区）         

雲出長常町の一部、高茶屋小森町の一部、高茶屋七丁目の一部、高茶屋

一丁目の一部、藤方の一部、垂水の一部、半田の一部、阿漕町津興の一部、

下弁財津興の一部、久居西鷹跡町の一部、久居新町の一部

 流域関連津市公共下水道（松阪処理区）

一志町大仰の一部、一志町高野の一部

 津市単独公共下水道（椋本処理区）

芸濃町椋本の一部

 津市単独公共下水道（中央処理区）

中河原の一部、高洲町の一部

３ 供用を開始する排水設備の位置

  別図（供用開始区域）のとおり

４ 供用を開始する排水設備の合流式又は分流式の別

  分流式

５ 下水の処理を開始する公共下水道の終末処理場の位置及び名称

 流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区）

   津市雲出鋼管町５２番地の５

   雲出川左岸浄化センター

 流域関連津市公共下水道（松阪処理区）

  松阪市高須町３９２２

  松阪浄化センター



 津市単独公共下水道（椋本処理区）

   津市芸濃町２５７６

   津市椋本浄化センター

 津市単独公共下水道（中央処理区）

津市高洲町３４番地の１

   津市中央浄化センター



 津市水道技術管理者設置規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  平成２５年３月８日                       

                津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎   

津市水道事業管理規程第１号                      

   津市水道技術管理者設置規程の一部を改正する規程     

 津市水道技術管理者設置規程（平成２３年津市水道事業管理規程第２号）の 

一部を次のように改正する。                 

 第２条第２項中「水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号。以下「令」と 

いう。）第６条」を「津市水道事業及び簡易水道事業に係る布設工事監督者の

配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例（平成２ 

４年津市条例第３５号。以下「条例」という。）第４条」に改める。 

 第４条第２項中「令第６条」を「条例第４条」に改める。 

   附 則                              

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 



津市選挙管理委員会告示第１３号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

  平成２５年３月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹 消 者 数 

             男       女        計 

            ６３人     １５人      ７８人 

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管 

３ 抹 消 し た 年 月 日  平成２５年３月１日 



津市選挙管理委員会告示第１４号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。

 平成２４年津市選挙管理委員会告示第９３号は、廃止する。

  平成２５年３月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数       ４,５８５人 

２  ６分の１の数     ３８,２０６人 

３  ３分の１の数     ７６,４１１人



津市選挙管理委員会告示第１５号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３３条第１項の規定により、津

市河内財産区議会議員の任期満了による一般選挙を次のとおり定めたので、同

条第５項の規定により告示する。

  平成２５年３月５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

  選挙期日  平成２５年３月１０日



津市選挙管理委員会告示第１６号

 平成２５年３月１０日執行の津市河内財産区議会議員選挙における開票の事

務は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７９条第１項の規定により

選挙会の事務に併せて行うこととするので、同条第２項の規定により告示する。

  平成２５年３月５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次



津市選挙管理委員会告示第１７号

 平成２５年３月１０日執行の津市河内財産区議会議員選挙における選挙会の

場所及び日時を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第７８条の規定により告示する。

  平成２５年３月５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 場 所  津市落合の郷 管理棟

２ 日 時  平成２５年３月１０日 午後７時００分から

 （ただし、無投票の場合の選挙会は、平成２５年３月１１日午前９時より定

められた場所で行う。）



津市選挙管理委員会告示第１８号

 平成２５年３月１０日執行の津市河内財産区議会議員選挙における投票管理

者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その

職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第２５条の規定により告示する。

  平成２５年３月５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 投票管理者

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

     氏 名  落合 道也

２ 投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職

務を代理すべき者

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

     氏 名  落合 洋子



津市選挙管理委員会告示第１９号

 平成２５年３月１０日執行の津市河内財産区議会議員選挙における期日前投

票所を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

８条の２第３項のよる読み替え後の同法第４１条の規定により告示する。

  平成２５年３月５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

  期日前投票所の場所  津市芸濃庁舎２階防災会議室



津市選挙管理委員会告示第２０号

 平成２５年３月１０日執行の津市河内財産区議会議員選挙における期日前投

票所の投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合

においてその職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行

令（昭和２５年政令第８９号）第４９条の７の規定による読み替え後の同令第

２５条の規定により告示する。

  平成２５年３月５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 期日前投票管理者

職務を行

うべき日
住 所 氏 名

３月６日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合 道也

３月７日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合 道也

３月８日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合 道也

３月９日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合 道也

２ 期日前投票管理者に事故があり、又は期日前投票管理者が欠けた場合にお

いて、その職務を代理すべき者

職務を行

うべき日
住 所 氏 名

３月６日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合 洋子

３月７日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合 洋子

３月８日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合 洋子

３月９日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 落合 洋子



津市選挙管理委員会告示第２１号

 平成２５年３月１０日執行の津市河内財産区議会議員選挙における選挙長及

び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理す

べき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第８１条の規定により告示する。

  平成２５年３月５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙長 

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

     氏 名  小松 大演

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理

すべき者

     住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

     氏 名  小松 紀子 



津市選挙管理委員会告示第２２号

 平成２５年３月１０日執行の津市河内財産区議会議員選挙における投票所を

次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４１条第

１項の規定により告示する。

  平成２５年３月５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 投票所 津市落合の郷 管理棟



津市選挙管理委員会告示第２３号

 平成２５年３月１０日執行の津市河内財産区議会議員選挙における投票所の

開閉時間を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０条第１項ただし書

きの規定により次のとおり定めたので、同条第２項の規定により告示する。

  平成２５年３月５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

  投票所を開く時間     午前７時

  投票所を閉じる時間    午後６時



津市選挙管理委員会告示第２４号

 平成２５年３月１０日執行の津市河内財産区議会議員選挙における候補者１

人の選挙運動に関する支出金額の制限額を公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１９４条第１項第３号及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令８９号）

第１２７条第１項の規定により次のとおり定めたので、公職選挙法第１９６条

の規定により告示する。

  平成２５年３月５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

  支出金額の制限額   ９０９，７００円



津市選挙管理委員会告示第２５号 

土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第６条第１項の規定により、

雲出揚溝土地改良区総代会総代選挙の総選挙を次のとおり定めたので、同条第

３項及び第４項の規定により告示する。

  平成２５年３月１１日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

１ 選挙期日       平成２５年３月１８日

２ 投票の時間      午前９時００分から午後５時００分

３ 選挙すべき総代の数  第１選挙区   ２人

             第２選挙区   ５人

             第３選挙区   ３人

             第４選挙区  １０人 

             第５選挙区   ４人 

             第６選挙区   ４人 

             第７選挙区   ２人 



津市選挙管理委員会告示第２６号

 平成２５年３月１８日執行の雲出揚溝土地改良区総代会総代選挙における選

挙長及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を

代理すべき者を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭和２４年政令

第２９５号）第８条第７項の規定により告示する。

  平成２５年３月１１日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

１ 選挙長 

選挙区 住     所 氏  名 

第１選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 伊豆川 恭英 

第２選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 尾崎 竹男 

第３選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 花井 美博 

第４選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木 延明 

第５選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 北村 尚敏 

第６選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 白藤 茂 

第７選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 和田 良保 

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理

すべき者 

選挙区 住     所 氏  名 

第１選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村島 重典 

第２選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 溝口 久一 

第３選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 出口 敏一 

第４選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 増田 年秋 

第５選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木崎 正已 

第６選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 白藤 勝繼 

第７選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 古川 透 



津市選挙管理委員会告示第２７号

 平成２５年３月１８日執行の雲出揚溝土地改良区総代会総代選挙における選

挙立会人を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭和２４年政令第２

９５号）第８条第７項の規定により告示する。

  平成２５年３月１１日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

選挙立会人

選挙区 住     所 氏  名 

第１選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鷲野 数馬

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田 勝

第２選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 原田 博

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川喜田 清一郎

第３選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林 昭

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 堤 武和

第４選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 服部 健

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川 和男

第５選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木崎 一生

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下 吉一

第６選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中 正弘

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 白藤 忠宏

第７選挙区 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 和田 守郎

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 和田 米正



津市選挙管理委員会告示第２８号

 平成２５年３月１８日執行の雲出揚溝土地改良区総代会総代選挙における選

挙長の行う告示は、次の掲示場に掲示してこれを行う。 

  平成２５年３月１１日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

掲示場    第１選挙区  津市雲出出張所

         第２選挙区  津市雲出出張所

         第３選挙区  津市雲出出張所

         第４選挙区  津市雲出出張所

         第５選挙区  津市雲出出張所

         第６選挙区  津市雲出出張所

         第７選挙区  津市雲出出張所



津市選挙管理委員会告示第２９号

 平成２５年３月１０日執行の津市河内財産区議会議員選挙において、次の者

が当選人となったので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１０１条

の３第２項の規定により告示する。

  平成２５年３月１１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

住   所 氏   名

津市芸濃町河内２６３７番地１ 落合 秀夫

津市芸濃町河内１０７４番地 落合 憲行

津市芸濃町河内８１番地 落合 修

津市芸濃町河内８４２番地 落合 公広

津市芸濃町河内３３７番地２ 落合 実

津市芸濃町河内８５４番地 落合 博宣



津市監査委員告示第１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項及び第４項の規定

に基づき実施した監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定により次のと

おり公表する。 

平成２５年３月１日 

                   津市監査委員 渡 邊   昇 

                                    津市監査委員  駒 田 修 一 

                                    津市監査委員 福 田 慶 一 

第１ 監査の対象部局等 

   監査の対象部局等は、次のとおりである。 

１ 政策財務部（秘書課、政策課（公平委員会を含む。）、東京事務所、地 

 域政策課、広報課、財政課、市民税課、資産税課、収税課、特別滞納整 

理推進室、財産管理課、検査課） 

  ２ 危機管理部（危機管理課、防災室） 

  ３ 総務部（総務課、法務室（固定資産評価審査委員会を含む。）、行政経

営課、人事課、調達契約課、情報企画課） 

  ４ 市民部（市民課、市民交流課、対話連携推進室、人権課、男女共同参

画室、地域調整室、アストプラザ） 

５ スポーツ文化振興部（スポーツ振興課、文化振興課、リージョンプラ

ザ） 

６ 環境部（環境政策課、新最終処分場建設推進課、環境保全課、環境事 

 業課、西部クリーンセンター、クリーンセンターおおたか、河芸美化セ  

ンター、白銀環境清掃センター、安芸・津衛生センター、クリーンセン 

ターくもず） 

７ 健康福祉部（福祉政策課、こども家庭課、こども総合支援室、高齢福 

 祉課、障がい福祉課、援護課、介護保険課、保険年金課、医療助成室、 

保健センター（中央保健センターほか９センター）） 

８ 商工観光部（産業政策振興課、企業誘致室、商業労政振興課、観光振 

 興課） 

  ９ 競艇事業部（競艇管理課、競艇事業課） 

  10 都市計画部（都市計画課、開発指導室、都市整備課、交通政策課、津



駅前北部土地区画整理事務所、建築指導課） 

  11 建設部（建設政策課、事業調整室、建設維持課、市営住宅課、営繕課、 

津北工事事務所、津南工事事務所） 

  12 下水道部（下水道政策課、下水道建設課、下水道施設課） 

  13 会計管理室 

  14 久居総合支所（地域振興課、市民課、福祉課、生活課、ポルタひさい

ふれあいセンター） 

  15 河芸総合支所（地域振興課、市民福祉課） 

  16 芸濃総合支所（地域振興課（椋本財産区を含む。）、市民福祉課） 

  17 美里総合支所（地域振興課、市民福祉課） 

  18 安濃総合支所（地域振興課、市民福祉課） 

  19 香良洲総合支所（地域振興課、市民福祉課） 

  20 一志総合支所（地域振興課、市民福祉課） 

  21 白山総合支所（地域振興課、市民福祉課） 

  22 美杉総合支所（地域振興課、市民福祉課） 

  23 水道局（水道総務課、営業課、工務課、浄水課、安芸水道事業所、一

志水道事業所） 

  24 消防本部（消防総務課、企画調整室、予防課、消防課、救急対策室、

通信指令課）・消防署（中消防署、北消防署、久居消防署、白山消防署） 

  25 三重短期大学事務局（大学総務課、学生部、附属図書館） 

  26 教育委員会事務局（教育総務課、学校教育課、教育研究支援課、人権

教育課、生涯学習課、久居事務所、河芸事務所、芸濃事務所、美里事務

所、安濃事務所、香良洲事務所、一志事務所、白山事務所、美杉事務所、

図書館（津図書館ほか８館２室）） 

  27 選挙管理委員会事務局 

  28 監査事務局 

  29 議会事務局（議会総務課、議事課） 

第２ 監査の対象年度及び事項 

   原則として平成２４年度の財務及び事務の執行を対象とした。 

   なお、補助金等一部の財務及び事務の執行については、必要に応じて、

平成２３年度以前のものを対象に含めた。 



第３ 監査事務の引継ぎ 

当該報告の決定については、議員のうちから選任された監査委員の横山

敦子及び宇陀照良がその合議に関与したものであるが、平成２５年２月１

３日付けで退任し、同月１４日付けで新たに議員のうちから選任された監

査委員の福田慶一が当該報告を提出することについて、事務を引き継いだ。 

第４ 監査の期間 

監査の期間は、平成２４年９月１０日から平成２５年２月８日までであ

る。 

第５ 監査の方法 

監査の方法は、主に次の諸点に着眼し、監査対象部局等から提出を受け

た資料、関係諸帳簿等を調査するとともに、関係職員に説明を求めた。 

１ 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。 

２ 会計及び事務処理は、法令等の規定に基づき適正に行われているか。 

３ 現金の取扱いは、適正に行われているか。 

４ 財産の管理は、適正に行われているか。 

５ 各種の帳簿、書類の記帳、保管等は、適正に行われているか。 

６ 事務事業は、効率的かつ効果的に行われているか。 

第６ 監査の結果 

監査の結果、監査対象部局等における財務及び事務の執行のうち、その

是正措置を講じることなどを求める事項（極めて軽微な事項及び既に措置

が講じられた事項を除く。）については、次に記載するとおりである。これ

らの事項がない監査対象部局等については、特に記載していない。 

なお、市長その他関係のある執行機関は、当該監査の結果に基づき、又

はこれを参考として措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項

の規定に基づき、その旨を監査委員に通知されたい。

１ 市民部（男女共同参画室） 

女性カウンセラー、女性弁護士及び男性カウンセラーによる相談業務

委託について、各相談業務の委託契約書によると、受注者は、契約期間

が経過したときは遅滞なく委託業務完了実績報告書又はこれに代わるも

のを発注者に提出しなければならないこととなっている一方で、当該委



託契約書の特記仕様書によると、受注者は、委託業務完了実績報告書を

毎月提出しなければならないこととなっていたことから、今後は委託契

約書の当該条項について、その内容を精査されたい。

２ スポーツ文化振興部（文化振興課）

津市職員等の旅費に関する条例第４条の規定によると、職員の出張は、

出張命令権者の発する出張命令によって行われなければならないところ、

週休日に時間外勤務命令のみの処理により出張していたことから、同条

例その他の関係諸規程に基づき適正に事務を遂行されたい。

３ 環境部（環境政策課） 

くるりんペーパー事業について、同事業に係る委託料の総額は、平成

２３年度は２，４５７万円、平成２４年度は２，６６４万円となってお

り、その主な内容は、市立小学校及び各総合支所等を受注者が訪問し、

個人が持ち寄った紙製容器包装紙を回収し、選別・圧縮梱包後に製紙会

社へ搬送することである。これによりリサイクルされ、市立小学校及び

各総合支所等に納品される６万個（平成２３年度実績）のトイレットペ

ーパー１個当たりの単価は４００円以上となり、市販品のトイレットペ

ーパー１個当たりの単価と比較すると相当高額となることから、事業の

費用対効果を検証の上、現状の紙製容器包装紙の回収方法を見直すなど、

より経済的で資源循環意識に効果のある事業への見直しを検討されたい。

４ 健康福祉部（保健センター（中央保健センターほか９センター）） 

救急相談ダイヤル業務委託について、その主な内容は、医師・看護師

等が２４時間対応で電話相談を受け付け、必要に応じて応急手当の方法

など適切な助言を行い、市民の救急医療に対する不安を緩和し、救急車

の適正利用を促すことで、重症者の救命率の向上を図るとともに、健康

相談等市民が気軽に相談でき、専門的な助言が行える窓口とすることで

ある。 

しかし、救急車の出動件数及び軽症者の搬送件数は年々増加傾向にあ

るため、救急車の適正利用に関して効果が上げられるよう、当該業務の

内容や在り方について検討されたい。 

５ 下水道部（下水道建設課）

下水道普及向上預金補助金について、下水道普及向上預金補助金交付

要綱第３条第１項第３号において当該補助金の交付の対象は市税を滞納

していない者と規定されているにもかかわらず、申請者の市税の滞納が



ないことを確認せずに当該補助金を交付していたことから、今まで交付

した者について市税の滞納がなかったかを確認し、適正に対処されたい。 

６ 河芸総合支所（地域振興課） 

市有地（普通財産）の一部を漁業等の用地として、平成２８年３月末 

   を満了時期とする個人等への賃貸を行っているが、当該土地に建てられ 

た一部の建物が老朽化により防災上危険な状態となっており、適正に管

理されていない。普通財産は、行政財産とは異なり直接公用又は公共の

用に供されるものではないが、市民の貴重な共有財産として適正に管理

されなければならないものであることを踏まえ、当該契約に係る更新の

可否を含め、当該賃貸借契約の満了時期までに賃借人と十分に協議され

たい。

７ 一志総合支所（地域振興課） 

一志温泉やすらぎの湯の使用料について、１回利用（当日券）のほか

に、回数券や年会員券の料金区分を設定しているが、年間の利用回数に

よっては、年会員券の１回当たりの使用料が著しく安価となり、当日券

や回数券の使用料との格差が大きくなりすぎること、また、市が運営す

る温泉施設の中で年会員券があるのは一志温泉のみであり、使用料の設

定において他の温泉施設との均衡を欠いていることから、年会員券の在

り方について検討されたい。 

  ８ 美杉総合支所（地域振興課）

太郎生地域づくり協議会における空き家活用事業について、当該事業

の内容は、空き家となっていた旅館を改修し、地元住民との交流体験施

設として活用を図るものであるが、改修するに当たり多額の公費が投入

されており、また、その財源の２分の１は農林水産省からの農山漁村活

性化プロジェクト支援交付金が充てられていることから、当該施設には

２２年の処分制限期間があるところである。

また、市からの運営費補助金の交付は平成２４年度までの予定となっ

ていることから、今後、更なる経営努力が必要となってくる。

しかし、現在は、市、太郎生地域づくり協議会及び建物の所有者の三

者の中で、当該事業の実施主体及び責任の所在が明確となっていない状

況であることから、今後、長期的に安定した運営を行っていく上で、三

者の役割を明確にし、当初の目的である太郎生地域の活性化に寄与する

ことができるよう経営基盤の安定を図られたい。



９ 教育委員会事務局（教育研究支援課）

教育研究所用地（行政財産）の一部を地元自治会の防災用倉庫用地と

して使用許可しているが、教育財産であるにもかかわらず市長名で許可

書が交付されている等の不備がみられたことから、今後は適正に事務処

理をされたい。 



津市監査委員告示第２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項及び第４項の規定

に基づき実施した監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定により次のと

おり公表する。 

  平成２５年３月１日 

津市監査委員 渡 邊   昇 

                                     津市監査委員  駒 田 修 一 

                                     津市監査委員 福 田 慶 一 

第１ 監査の対象 

   監査の対象は、次の財産区における平成２４年度の財務及び事務の執行

を対象とした。 

なお、補助金等一部の財務及び事務の執行については、必要に応じて、

平成２３年度以前のものを対象に含めた。 

  １ 榊原財産区（所管部局：久居総合支所地域振興課、榊原出張所） 

  ２ 河内財産区（所管部局：芸濃総合支所地域振興課） 

  ３ 波瀬財産区（所管部局：一志総合支所地域振興課、波瀬出張所） 

第２ 監査事務の引継ぎ 

当該報告の決定については、議員のうちから選任された監査委員の横 

山敦子及び宇陀照良がその合議に関与したものであるが、平成２５年２月  

１３日付けで退任し、同月１４日付けで新たに議員のうちから選任された

監査委員の福田慶一が当該報告を提出することについて、事務を引き継い

だ。 

第３ 監査の期間 

監査の期間は、平成２４年１１月１９日から平成２５年２月８日までで

ある。 

第４ 監査の方法 

監査の方法は、主に次の諸点に着眼し、財産区の所管部局から提出を受

けた資料、関係諸帳簿等を調査するとともに、関係職員に説明を求めた。 



１ 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。 

２ 会計及び事務処理は、法令等の規定に基づき適正に行われているか。 

３ 現金の取扱いは、適正に行われているか。 

４ 財産の管理は、適正に行われているか。 

５ 各種の帳簿、書類の記帳、保管等は、適正に行われているか。 

６ 事務事業は、効率的かつ効果的に行われているか。 

第５ 監査の結果 

監査の結果、その是正措置を講じることなどを求める事項（極めて軽微

な事項及び既に措置が講じられた事項を除く。）については、次に記載する

とおりである。これらの事項がない財産区については、特に記載していな

い。 

なお、市長は、当該監査の結果に基づき、又はこれを参考として措置を

講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、その旨を

監査委員に通知されたい。 

  １ 河内財産区 

    河内財産区が所有している旧津市河内公民館について、当該公民館の

敷地は市有地（行政財産）であるにもかかわらず、市の使用許可を得て

いないことから、速やかに適正な処置を講じられたい。 

２ 波瀬財産区 

    波瀬財産区が所有している土地を電柱等の敷地として賃貸しているも

のの、契約書を交わさずに賃貸を更新していることから、速やかに適正

な処置を講じられたい。 


